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県高体連事務局 

   令和８年度ジュニアスポーツ推進事業補助金交付事務取扱要領     

１．目 的 

この補助金は、本県高校生の競技力向上を図るため、県が県高等学校体育連盟（以下「高体連」という。）

に対して経費を助成するもので、県単独事業補助金である。このため、強化校等においては当該補助金を

効率的かつ効果的に強化事業に活用するとともに、本取扱要領に留意のうえ、適正な会計処理に努めるも

のとする。 

 【補助金の流れ】 
 

 

 

２．補助対象事業（経費） 

  「ジュニアスポーツ推進事業実施要項（以下「実施要項」という。）」のとおり。 

 

３．事業対象期間 

令和８年４月１日 ～ 令和９年２月２８日 

※令和９年３月５日（金）までに事業報告書を提出すること。 

 

４．補助金の額 

クラブ（部）ごとに指定した定額（別途通知） 

 

５．補助金の交付申請・実績報告 

補助金の交付を受けようとする指定校等（クラブの所属校）の校長は、交付申請書等関係書類を所定の

日までに高体連事務局に提出すること。また、補助金の交付を受けた校長は、事業終了後 30 日以内に実

績報告書等関係書類を高体連事務局に提出すること。なお、２月末に事業が終了した場合は、３月５日（金）

までに報告書を提出すること。 

 

【交付・報告手順及び様式】 

高体連 ①内示 ③交付決定 ⑤送金 ⑦交付額確定 

各学校 

②交付申請 

・交付申請書 

〈様式第１号〉 

・収支予算書（総括表） 

〈様式第１号の１〉 

・事業別計画書・収支

予算書（個表） 

〈様式第１号の２〉 

④交付請求 

・交付請求書 

〈様式第３号〉 

⑥実績報告 

・実績報告書 

〈様式第２号〉 

・収支決算書（総括表） 

〈様式第２号の１〉 

・事業別実施報告書・

収支決算書 

〈様式第２号の２〉 

・領収書等の写し 

②④⑥の様式は 

高体連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

からﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ 

すること。 

県体育保健課 高体連事務局 強化校等 



６．補助金の交付 

    適正な交付請求書の提出があった場合は、概算払いにより補助金を交付することができるものであるこ

と。また、補助金の受取口座の名義人は、校長等しかるべき役職者にすること。 

 

 

７．補助金執行に係る留意事項について 

（１）会計帳簿 

各競技ごとに、補助事業に係る収支を記載した会計帳簿を必ず設け、保護者会費等の他の会計と

は区分し、常に経理状況を明確にしておくこと。また、複数競技の指定を受けた場合は、それぞれ

別会計とし、その相互流用は認めないものであること。 

（２）支出証拠書類 

補助事業に係る収支を客観的に説明ができるよう、上記５表中の①～⑦の文書とともに、会計帳

簿や支出証拠書類（支出伺、領収書等）を、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して

５年間、事務室等で適切に保管すること。 

（３）概算払・精算処理 

補助金の出納管理（通帳からの金銭の出し入れ）は原則として事務室が行うこと。また、遠征等

の実施責任者（顧問等）は各事業を行う際に、その都度必要額を事前に概算払いにより受領し、事

業終了後は、領収書等の証拠書類を添えて速やかに精算処理を行い、前渡金の追給戻入を行うこと。 

（４）保護者負担金の取扱い 

保護者から別途負担金を徴収し、補助金と併せて事業を行う場合は、収入として計上し会計帳簿

に記帳すること。 

（５）交通費の取扱い 

①公共交通機関を利用し、領収書の発行が困難な場合（近距離のバス・鉄道等に限る）は、申立書

（別紙例示）に必要事項を記載のうえ領収書の代わりとすることができること。 

②自家用車等を使用し、交通費として燃料費を支出する場合は、領収書（レシートで可）の余白等に走

行区間及び走行距離を記載すること。また、遠征中に自家用車を他の用務で使用するなど、適正

な燃料費の領収書の発行が困難な場合は、インターネット上の地図サイト（マップファン）によ

り算定した移動距離に応じ、１ｋｍ２５円（県の旅費支給車賃単価）を交通費として支出するこ

とができること。なお、県外でも旅行諸費の支出はできないので注意すること。 

（６）宿泊費の取扱い 

  ①宿泊費の領収書については、必ず宿泊施設を運営する業者が発行するものであること。また、他の

学校と合同で合宿する場合など、学校単位での領収書の発行が困難な場合は、全体の領収書（写

しで可）に内訳書を作成し添付すること。 

  ②領収書には、業者に積算内訳（１泊単価、人数、泊数等）まで記載してもらうこと。業者に記載しても

らえなかった場合は、実施責任者において必ず追記すること。 

  ③５万円以上の領収書については、業者において収入印紙の貼付が義務付けられているので、貼付さ

れていない場合は貼付を依頼すること。 

  ④コンビニ等で弁当やお茶を夕食、朝食として購入した場合は、領収書（レシートで可）に積算内

訳（単価、人数等）まで記載してもらうこと。 

（７）消耗品の取扱い 

  ①消耗品単独では１事業としては支出できない。（何かの事業で、使用する消耗品として計上する） 

 



（８）特別強化コーチ招へい事業の取扱い 

  ①謝金の単価は、県の基準に準じること。また、指導にあたった時間を明確にするため、日程表等

を支出証拠書類に必ず添付すること。 

  ②特別強化コーチに謝金、交通費、宿泊費等を支給する場合は、必ず学校が事業所となって所得税

の源泉徴収を行い、国に納付すること。具体的な事務処理方法については、税務署や事務室に確

認のうえ、適正に処理すること。 

  

（９）他の助成事業との重複 

    県競技力向上対策本部補助金や学校の私費会計など他の助成を受けて実施する強化事業と重複

することが無いよう、競技団体や学校事務室等と十分に連絡・調整を行うこと。 

【補助対象経費一覧】※下記以外の経費は補助対象として一切認められないので注意すること。 

費 目 補 助 対 象 経 費 の 内 容 

交 通 費 

○鉄道・バス・航空機・定期航路等の運賃 

○自家用車等を使用した場合の燃料費、高速・有料道路通行料、駐車料 

○校長の承認を得たレンタカー代 

○特別強化コーチの練習会場までの交通費 

宿 泊 費 
○宿泊費（宿泊に伴う夕食代、朝食代を含む） 

○特別強化コーチの宿泊費 

謝   金 ○特別強化コーチの謝金 

会場・器具 

使用料 
○強化において必要な施設使用料 ○消耗品 

運 搬 費 ○艇（ヨット、カヌー、ボート）、競技馬匹の運搬費 

 

８．補助事業に係る会計の監査 

高体連又は県が必要であると認めた場合は、補助事業に係る会計について指導及び監査を行うことがで

きること。 

 

９．その他 

上記のほか、補助金の交付を受けた強化校等の校長は「長崎県補助金等交付規則（昭和４０年長崎県規

則第１６号）」にいう間接補助事業者として当該規則の適用を受けるものであること。 


